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秋 田 県

当
館
が
所
蔵
す
る
戦
前
の
秋
田
県
庁
文

書
群
は
、
明
治
期
に
一
度
火
災
に
遭
っ
た
。

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
三
月
、
秋
田
県

が
隣
県
等
を
統
合
し
新
た
に
開
庁
し
た
際
、

県
庁
舎
は
旧
久
保
田
城
内
に
置
か
れ
た
。

同
年
十
月
に
は
、
県
庁
舎
は
東
根
小
屋
町

の
旧
藩
校
・
明
徳
館
の
建
物
に
移
転
し
て

い
る
。

明
治
六
年
八
月
十
四
日
夜
、
移
転
し
た

県
庁
舎
か
ら
出
火
し
建
物
が
全
焼
、
そ
の

際
、
四
年
以
前
の
旧
秋
田
藩
引
継
ぎ
文
書

ほ
か
秋
田
県
開
庁
以
来
の
文
書
の
大
部
分

が
烏
有
に
帰
し
て
い
る
。

し
か
し
、
火
災
の
折
、
幸
い
に
も
県
職

員
の
手
で
一
部
の
簿
冊
が
書
庫
か
ら
運
び

出
さ
れ
て
い
る
。
「
鎮
将
府
日
誌
」
「
太
政

官
日
誌
」
等
の
政
府
公
報
、
「
御
布
告
控
」

「
御
達
書
写
」
等
の
政
府
令
達
の
控
、
旧
秋

田
藩
の
「
公
務
控
」、
秋
田
県
の
「
管
内
布

達
控
」
な
ど
何
れ
も
施
政
上
の
心
臓
部
と

な
る
重
要
記
録
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
残
っ

た
お
陰
で
、
明
治
初
年
以
来
の
行
政
の
動

き
を
お
お
ま
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

運
び
出
す
時
に
既
に
書
庫
へ
火
が
回
っ

て
い
た
ら
し
く
、
右
記
簿
冊
の
数
冊
に
は

焼
け
焦
げ
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。
写
真
は

明
治
四
年
三
月
の
「
公
務
控
」（
本
紙
第
十

四
号
参
照
）
で
あ
る
が
、
左
下
部
分
の
焼

け
焦
げ
が
生
々
し
い
。
裏
打
ち
補
修
は
明

治
期
に
行
わ
れ
た
可
能
性
が
予
想
さ
れ
る
。

（
公
文
書
班
　
柴
田
知
彰
）

明治４年３月「公務控」（11430）
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廿
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「
秋
田
県
統
計
書
」
は
府
県
統
計
書
と

し
て
、
明
治
十
六
年
分
よ
り
昭
和
十
五
年

分
ま
で
全
五
八
回
刊
行
さ
れ
た
。
府
県
統

計
書
は
各
府
県
の
年
間
統
計
を
収
録
し
た

も
の
で
、
「
日
本
帝
国
統
計
年
鑑
」
の
府

県
版
と
も
言
え
る
。
「
日
本
帝
国
統
計
年

鑑
」
は
全
て
の
府
県
デ
ー
タ
を
収
録
し
て

い
な
い
年
も
有
る
が
、
府
県
統
計
書
の
方

が
当
時
の
社
会
・
経
済
・
財
政
・
教
育
な

ど
の
数
字
を
よ
り
詳
細
に
記
録
し
て
い

る
。
そ
の
意
味
で
、
「
秋
田
県
統
計
書
」

は
秋
田
の
近
代
史
を
調
査
す
る
上
で
の
基

礎
的
な
数
字
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
史
料
と

言
え
よ
う
。

各
府
県
で
は
、
全
国
的
に
明
治

五
〜
六
年
頃
よ
り
「
○
○
県
一

覧
表
」
、
「
○
○
県
治
一
覧
表
」

な
ど
の
名
称
で
統
計
が
作
成
さ

れ
た
。
が
、
府
県
に
よ
り
記
載

内
容
と
体
裁
は
必
ず
し
も
一
定

で
な
か
っ
た
。
貴
重
文
書
書
庫

の
岡
文
庫
に
は
、
明
治
十
二
年

分
の
「
秋
田
県
一
覧
」
が
含
ま

れ
て
い
る
（
Ａ
岡
６
０
８
）。
十

三
年
九
月
の
刊
行
で
、
体
裁
は

折
本

お

り

ほ

ん

で
あ
る
。
十
五
年
以
前
の

秋
田
県
の
統
計
は
十
二
年
分
の
み
残
る

が
、
他
の
年
に
も
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が

高
い
。

明
治
九
年
十
月
二
十
三
日
の
大
蔵
省
乙

第
八
七
号
達
で
府
県
統
計
の
様
式
統
一
が

図
ら
れ
た
が
、
統
計
収
集
の
権
限
を
め
ぐ

る
各
省
間
の
対
立
か
ら
翌
年
一
月
十
二
日

に
取
り
消
さ
れ
た
。
内
務
省
に
よ
る
権
限

獲
得
後
、
十
五
年
一
月
二
十
日
に
「
内
務

省
統
計
課
処
務
規
程
」
が
整
備
さ
れ
、
十

七
年
九
月
三
日
の
内
務
省
乙
第
八
七
号
達

「
府
県
統
計
書
様
式
統
一
ニ
関
ス
ル
件
」

で
全
国
的
な
統
一
が
行
わ
れ
た
。
乙
第
八

七
号
達
の
別
冊
に
は
、
二
四
綱
二
八
四
目

と
各
綱
目
ご
と
の
統
計
様
式
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
以
降
、
府
県
統
計
書
は
綱
目

数
が
充
実
し
、
系
統
的
に
整
備
配
列
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

明
治
十
六
年
分
の
「
秋
田
県
統
計
書
」

は
、
右
の
内
務
省
達
に
準
拠
し
編
集
さ
れ

十
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
達
は
二
十

六
年
五
月
十
三
日
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
そ

の
後
も
各
府
県
で
統
計
書
の
作
成
が
継
続

し
た
。
三
十
年
代
に
入
る
と
全
国
的
に
、

「
府
県
勧
業
年
報
」
を
廃
刊
し
府
県
統
計

書
を
分
冊
し
て
勧
業
編
に
統
合
す
る
動
き

が
見
ら
れ
た
。
「
秋
田
県
勧
業
年
報
」
も

三
十
五
年
に
廃
刊
と
な
り
、
以
降
「
秋
田

県
統
計
書
」
に
統
合
さ
れ
て
い
る
。

秋
田
県
で
は
、
三
十
七
年
分
か
ら
「
秋

田
県
第
二
十
二
回
統
計
書
」
の
形
で
表
題

に
通
算
回
数
が
入
れ
ら
れ
た
。
そ
し
て
翌

三
十
八
年
分
か
ら
、
総

覧
・
内
務
・
学
事
・
勧

業
・
警
察
の
五
部
に
分

冊
さ
れ
た
。
三
十
九
年

分
で
内
務
・
学
事
・
勧

業
・
警
察
・
統
計
摘
要

の
五
部
と
な
り
、
四
十

年
分
か
ら
内
務
・
学

事
・
勧
業
・
警
察
の
四

部
に
定
着
し
た
。
分
冊

後
、
各
部
の
刊
行
年
月

日
は
必
ず
し
も
同
一
で

は
な
い
。

ま
た
、
明
治
四
十
一
年
分
か
ら
学
事
ノ

部
に
「
学
事
年
報
」
を
統
合
し
、
同
年
報

を
廃
刊
し
た
。
さ
ら
に
四
十
二
年
分
の
警

察
ノ
部
に
「
警
察
統
計
」
を
統
合
し
た
た

め
、
三
十
七
年
分
以
降
「
警
察
年
報
」
と

「
衛
生
年
報
」
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。

大
正
二
年
分
か
ら
は
、
各
綱
の
中
表
紙
に

総
覧
・
例
言
・
目
録
が
掲
載
さ
れ
、
基
本

デ
ー
タ
を
最
初
に
一
覧
で
き
る
形
に
な
っ

た
。
ま
た
、
昭
和
四
年
分
か
ら
は
、
「
内

務
」
が
「
土
地
、
戸
口
及
其
他
」
に
改
称

さ
れ
て
い
る
。

「
秋
田
県
統
計
書
」
は
、
太
平
洋
戦
争

の
た
め
、
昭
和
十
五
年
分
を
十
七
年
に
刊

行
し
た
の
が
最
後
と
な
っ
た
。
戦
後
、
二

十
六
年
に
「
第
一
回
秋
田
県
統
計
年
鑑
」

が
後
継
誌
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
第
一
回

に
は
二
十
四
年
の
統
計
が
掲
載
さ
れ
た

が
、
十
六
年
以
降
九
年
間
の
空
白
部
分
も

可
能
な
限
り
収
録
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
「
秋
田
県
統
計
書
」
は
当
館
と

秋
田
県
立
図
書
館
、
国
立
公
文
書
館
、
国

立
国
会
図
書
館
、
一
橋
大
学
経
済
研
究
所

附
属
社
会
科
学
統
計
情
報
研
究
セ
ン
タ
ー

ほ
か
一
部
の
大
学
附
属
図
書
館
等
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
巻
を
揃
え
て

所
蔵
す
る
機
関
は
存
在
し
な
い
。

（
公
文
書
班
　
柴
田
　
知
彰
）
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「
秋
田
県
統
計
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」
に
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い
て
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「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
見
る
明
治
の
Ｅ
Ｘ

Ｐ
Ｏ
―
秋
田
の
博
覧
会
・
共
進
会
―
」
を

テ
ー
マ
に
前
期
八
月
二
十
六
日
〜
九
月
十

八
日
、
後
期

十
月
二
十
一
日
〜
十
一
月
九

日
の
日
程
で
開
催
し
た
。

明
治
期
の
日
本
で
は
、
欧
米
の
万
国
博

覧
会
の
影
響
を
受
け
、
明
治
政
府
が
内
国

勧
業
博
覧
会
は
じ
め
各
種
の
博
覧
会
や
共

進
会
を
開
催
し
た
。
ま
た
、
全
国
の
府
県

や
郡
市
・
町
村
で
も
数
多
く
の
博
覧
会
が

開
催
さ
れ
た
。
今
回
は
、
当
館
所
蔵
の
秋

田
県
庁
文
書
群
の
中
か
ら
各
種
の
博
覧
会

や
共
進
会
の
際
に
作
成
さ
れ
た
簿
冊
群
を

シ
リ
ー
ズ
ご
と
に
展
示
構
成
し
、
明
治
期

か
ら
の
県
内
物
産
に
関
す
る
記
録
を
、
左

の
構
成
に
よ
り
多
種
類
紹
介
し
た
。

導
入
の
「
日
本
人
と
万
国
博
覧
会
」
で

は
、
ウ
ィ
ー
ン
万
博
等
で
授
賞
し
た
能
代

春
慶
塗
の
発
注
図
面
な
ど
を
紹
介
し
、「
明

治
政
府
の
博
覧
会
・
共
進
会
」
で
は
、
内

国
勧
業
博
覧
会
は
じ
め
米
麦
大
豆
煙
草
菜

種
共
進
会
、
水
産
博
覧
会
、
絵
画
共
進
会

な
ど
の
関
連
史
料
を
展
示
し
た
。
明
治
期

の
県
内
物
産
と
し
て
、
稲
庭
干
饂
飩
、
横

手
筆
、
角
館
樺
細
工
ほ
か
が
出
品
さ
れ
て

い
る
。
「
東
北
各
県
の
連
合
共
進
会
」
で

は
陸
羽
連
合
共
進
会
や
奥
羽
六
県
連
合
物

産
共
進
会
な
ど
に
関
す
る
史
料
、
「
秋
田

県
の
博
覧
会
・
共
進
会
」
で
は
秋
田
博
覧

会
や
産
馬
共
進
会
、
山
林
繭
糸
共
進
会
に

関
す
る
史
料
を
紹
介
し
た
。
「
ト
ピ
ッ
ク

ス
」
で
は
、
県
内
で
絶
滅
し
た
ニ
ホ
ン
カ

ワ
ウ
ソ
と
国
鱒
が
明
治
期
に
水
産
博
覧
会

等
に
出
品
さ
れ
た
記
録
が
注
目
を
集
め

た
。
後
半
の
展
示
で
は
「
公
文
書
館
っ
て

ど
ん
な
と
こ
ろ
？
」
を
テ
ー
マ
に
、
公
文

書
館
の
社
会
的
役
割
と
当
館
の
業
務
概
要

を
実
際
の
作
業
風
景
の
写
真
を
交
え
て
説

明
し
た
。
こ
の
展
示
に
よ
り
公
文
書
館
へ

の
理
解
が
少
し
で
も
広
が
る
こ
と
を
願
う

も
の
で
あ
る
。

3

平
成
十
五
年
度

企
画
展
示
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
十
一
月
四
日
（
火
）、「
市

町
村
合
併
と
公
文
書
保
存
Ⅱ
」
の
テ
ー
マ

で
当
館
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。
三
十
二

市
町
村
か
ら
三
十
七
名
が
参
加
し
た
。
当

日
の
日
程
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

報
告
①

「
市
町
村
合
併
時
の
公
文
書
保
存
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」

秋
田
県
公
文
書
館
　
柴
田
知
彰

報
告
②

「
秋
田
県
庁
の
公
文
書
保
存
シ
ス
テ
ム

公
文
書
作
成
か
ら
公
文
書
館
で
の
公
開
ま

で
」

秋
田
県
公
文
書
館
　
柴
田
美
保

報
告
③

「
市
町
村
合
併
と
古
文
書
資
料
の
保
存
」

秋
田
県
立
図
書
館
　
菊
池
保
男

報
告
④

「
南
外
村
史
編
纂
事
務
局
の
史
料
保
存
」

南
外
村
教
育
委
員
会
　
社
会
教
育
担
当

佐
々
木
繁
雄

午
前
は
、
当
館
職
員
が
六
月
に
行
っ
た

ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
報
告
と
県
公
文
書
の

引
継
か
ら
公
開
ま
で
の
流
れ
を
紹
介
し
、

図
書
館
古
文
書
班
長
か
ら
は
収
集
し
た
古

文
書
を
ど
の
よ
う
に
し
て
調
査
・
活
用
し

て
い
く
か
が
課
題
で
あ
る
と
報
告
さ
れ
た
。

午
後
は
、
南
外
村
教
育
委
員
会
の
佐
々

木
氏
よ
り
、
村
史
編
纂
に
伴
う
史
料
の
収

集
・
整
理
に
つ
い
て
と
今
後
の
課
題
等
を

報
告
し
て
頂
い
た
。
そ
の
後
、
各
市
町
村

の
出
席
者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の

現
状
や
問
題
点
、
合
併
後
の
課
題
等
に
つ

い
て
情
報
交
換
が
な
さ
れ
た
。

市
町
村
合
併
後
の
公
文
書
保
存
に
つ
い

て
必
要
性
の
認
識
は
あ
る
が
、
具
体
的
取

り
組
み
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で

あ
り
、
今
後
は
各
自
治
体
の
文
書
管
理
規

定
の
中
で
、

歴
史
的
公

文
書
の
公

開
を
目
指

し
た
保
存

を
行
っ
て

い
っ
て
貰

い
た
い
。

平
成
十
五
年
度

市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
会
議

情
報
交
換

前期展示期間中の観覧者



長
年
ご
利
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
た
ビ

デ
オ
シ
ア
タ
ー
の
機
器
増
設
の
た
め
、
公

文
書
館
特
別
閲
覧
室
２
の
隣
に
移
転
し
、

ビ
デ
オ
ル
ー
ム
と
し
て
３
つ
の
ブ
ー
ス
に

仕
切
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
室
内
は
、
個
人

利
用
に
適
し
て
お
り
、
親
子
等
で
視
聴
す

る
こ
と
も
可
能
で
す
。
現
在
視
聴
で
き
る

番
組
は
昭
和
三
十
年
よ
り
平
成
十
三
年
ま

で
の
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
13
枚
・
Ｖ
Ｈ
Ｓ
287
本
で
す

が
、
十
六
年
度
中
に
す
べ
て
の
Ｖ
Ｈ
Ｓ
を

Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
変
換
し
、
ご
利
用
者
に
提
供
す

る
計
画
で
す
。

ま
た
、
今
月
の
お
す
す
め
番
組
と
し
て

毎
月
20
本
を
厳
選
し
、
ご
利
用
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

当
館
所
蔵
の
秋
田
県
庁
文
書
群
の
検
索

で
は
、
閲
覧
室
の
年
代
別
・
内
容
別
仮
目

録
を
な
が
ら
く
御
利
用
頂
い
て
お
り
ま

す
。
さ
て
、
利
用
者
の
資
料
検
索
の
便
を

一
層
高
め
る
た
め
、
平
成
十
五
年
度
よ
り

「
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
」
の
刊
行
を
開

始
い
た
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
県
庁
組
織
機
構
お
よ
び
県

庁
文
書
群
構
造
の
分
析
成
果
に
基
づ
い
た

基
本
目
録
と
し
て
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
県

庁
文
書
群
の
組
織
性
を
重
視
し
、
課→

掛

→

事
業
の
階
層
構
造
で
所
蔵
簿
冊
を
配
列

し
、
参
考
と
し
て
各
期
の
組
織
機
構
図
お

よ
び
課
掛
の
職
務
内
容
を
付
し
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
度
刊
行
の
目
録
第
一
集
に

は
、
明
治
十
一
年
ま
で
の
簿
冊
が
収
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
県
庁
の
課
掛
は
機
構
改
正

に
よ
り
変
化
す
る
た
め
、
目
録
は
改
正
を

画
期
に
文
書
群
を
区
切
っ
て
編
集
し
ま
し

た
。
第
一
集
は
①
明
治
六
年
八
月
二
十
五

日
改
正
下
・
②
同
八
年
六
月
二
十
二
日
改

正
下
・
③
同
八
年
十
二
月
二
十
七
日
改
正

下
・
④
同
九
年
六
月
一
日
改
正
下
の
四
期

か
ら
成
り
ま
す
。
明
治
十
一
年
以
降
は
第

二
集
と
し
て
十
六
年
度
に
刊
行
予
定
で

す
。

4

公
文
書
館
だ
よ
り

第
十
八
号

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
発
行

編
集
発
行
　
秋
田
県
公
文
書
館

〒
〇
一
〇
―
〇
九
五
二

秋
田
市
山
王
新
町
一
四
―
三
一

1
〇
一
八
（
八
六
六
）
八
三
〇
一

印
　
　
刷
　
太
陽
印
刷
株
式
会
社

○
開
館
時
間

平
　
　
日

朝
10
時
〜
夜
８
時

（
11
月
〜
３
月
・
朝
10
時
〜

夜
７
時
）

土
・
日
曜
日
、
祝
日

朝
９
時
〜
夕
方
５
時

○
休
館
日

・
月
曜
日

（
毎
月
第
３
日
曜
日
の
翌
日
を

除
く
）

・
毎
月
第
３
日
曜
日

・
特
別
整
理
期
間

（
館
長
が
指
定
す
る
２
週
間
以
内

の
期
間
）

・
年
末
年
始
（
12
月
28
日
〜
１
月

３
日
）

公
文
書
館
　
利
用
案
内

公
文
書
館
　
利
用
案
内

○
『
事
業
年
報
』
第
十
一
号
の
発
行

○
『
研
究
紀
要
』
第
十
一
号
の
発
行

○
『
公
文
書
館
だ
よ
り
』
第
十
九
号
の

発
行

○
『
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
』
第
二
集

の
発
行

○
市
町
村
史
料
保
存
機
関
連
絡
会
議

○
公
文
書
の
引
継

○
教
育
委
員
会
所
管
公
文
書
の
引
継

○
行
政
資
料
所
在
調
査

○
公
文
書
の
目
録
整
備

○
行
政
資
料
の
目
録
整
備

○
公
文
書
及
び
行
政
資
料
の
公
開
冊

数
の
追
加

○
公
文
書
及
び
行
政
資
料
の
中
性
紙

保
存
箱
へ
の
収
納
促
進

○
公
文
書
の
保
存
及
び
廃
棄
の
選
別

○
公
文
書
の
廃
棄

○
県
政
映
画
の
補
修
及
び
恒
久
保
存

と
ビ
デ
オ
化

○
公
文
書
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化

＊
公
文
書
の
特
別
整
理
に
伴
う
臨
時

休
館

五
月
十
日
〜
十
五
日

十
一
月
十
五
日
〜
二
十
日

公
文
書
館

平
成
十
六
年
度
の
事
業
計
画

（

）

公
文
書
館

平
成
十
六
年
度
の
事
業
計
画

公
文
書
館
ビ
デ
オ
シ
ア
タ
ー

の
移
転
に
つ
い
て

「
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
」

第
一
集
の
刊
行

公
文
書
館
ビ
デ
オ
シ
ア
タ
ー

の
移
転
に
つ
い
て

「
秋
田
県
庁
文
書
群
目
録
」

第
一
集
の
刊
行


